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  はじめに 

 

平成 18（2006）年度年４月１日から“NPO 法人参画プランニング・いわて”が指定管理者とし

て、もりおか女性センターの運営をはじめてから、NPO としての専門性と機動力を生かして、盛

岡における男女共同参画推進拠点としての活動を続けてきた。 

令和元（2019）年度は、指定管理４期目の初年度を迎え、これまで積み重ねてきた活動の

経験と実績を踏まえつつ、女性を取り巻く環境の変化に目を配りながら、女性の人権擁護とエ

ンパワーメントを二つの柱に据えて活動した。前年度に引き続き事業テーマを「少子高齢・人

口減少社会における男女共同参画社会づくりへの挑戦」と定めるとともに、国連サミットで採択

された 17 項目の SDGs（持続可能な開発目標）から「５.ジェンダー平等を実現しよう」を筆頭目

標に「１.貧困をなくそう」「３.すべての人に健康と福祉を」「８.働きがいも経済成長も」「10.人や

国の不平等をなくそう」「16.平和と公平をすべての人に」の６項目をセンターとしての中長期目

標に定め、事業を企画・実施した。 

 また、６月に盛岡市男女共同参画推進条例が制定され、市としての取組が体系化されたこと

を受けて、当センターとしての今後の事業展開についても「条例」の理念に沿って進めていくこ

とを確認した。今年度は、「多様性を認め合う社会の実現」「盛岡広域圏と連携した配偶者暴

力防止事業」「児童虐待とDV被害者支援の連携強化」について具体的な取組みをはじめた。 

 さらに、センター事業に参加した市民及び市民グループが、継続して独自の自主活動を展

開していけるように、当センターとの連携・支援を強化した。このことは、当センターが女性のエ

ンパワーメントを図る事業として開設以来継続して実施している起業支援の講座参加者につ

いても積極的に働きかけ、着実に成果をあげた。 

令和２（2020）年度の開設 20 周年を記念する事業の一環として、交流コーナーのリニューア

ルを行なった。利用者の利用目的が多様化したことに伴ってミーティングスペースと読書・学

習スペースのそれぞれのテーブルとテーブルの配置を大幅に変えた。利用者から利便性が向

上したと好評を得ているとともに、新たな利用者層の拡大にもつながっている。  

年度末にはいくつかの講座の開催延期を余儀なくされるなど、新型コロナウイルス感染症の

拡大による影響が出始めた。こうした影響は一過性のモノとは考えられないことから、次年度以

降に備えてオンライン講座の本格的開催に向けた環境整備と、職員のスキル習得のための講

習会を開催した。 

以上のように環境変化に対応するために試行錯誤を繰り返す１年であったが、次年度以降

も着実にミッションを遂行していきたい。 

                                      

                                        もりおか女性センター長 植田 眞弘 
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１ 目的と機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜もりおか女性センターの５つの機能＞ 

学ぶ 

学習・研修の機会の場 

男女共同参画をテーマとした各種講座などを実施するととも

に、市民の自主的な学習活動を支援します。 

  

知る 

情報提供・収集の場 

女性問題や男女共同参画社会実現に資する図書・資料を

収集、整理し、提供します。 

  

出会う・力をつける 

活動促進・交流の場 

知識や技能の習得、日常生活に役立つ各種講座を実施し、

女性センターで発足した自主活動グループなどに活動の場

を提供します。 

  

悩み・考える 

女性相談 

女性のかかえる悩みを女性の視点でとらえ、解決方法をとも

に考え支援する相談事業を行っています。 

  

考え究める 

調査・研究事業 

男女共同参画に関わる調査・研究を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

女性の自立と社会参画を支援するとともに、男女共同参画を推進する拠点、それが

「もりおか女性センター」です。男女共同参画社会の実現のために、各種事業の展開、

情報・市民活動の場の提供、相談事業などを行っています。 
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２ 歩み 

年月日 記事 

平成 12・6 盛岡市の中心部に位置する複合施設プラザおでって 5 階に「もりおか女性センター」

開設。 

17・ 4・ 1 平成 16 年度盛岡市行財政構造改革に基づき両館統合が示され、プラザおでっての

5 階部分をもりおか女性センター本館、旧盛岡市働く婦人の家をもりおか女性センタ

ー別館と名称を改めた 

18・ 4・ 1 指定管理者制度を導入 

指定管理者：特定非営利活動法人参画プランニング・いわて 

指定期間：平成 18年 4月 1日～平成 21年 3月 31日 

18・ 6 ニュースレターNO.1号発行 

18・ 7 ホームページ開設 

19・ 4 全国女性会館協議会（マイクロソフト株式会社「女性のためのUPプログラム全国版」）

より事業を受託し、シングルマザーの就労支援事業を実施（平成 20年度まで） 

19・ 5 ホームページで施設空室公開サービス開始 

19・10 財団法人主婦会館（ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会）より事業を受託

し、ドメスティックバイオレンス啓発事業を実施 

20・ 4 全国女性会館協議会（マイクロソフト株式会社「女性のためのUPプログラム全国版」）

より事業を受託し、女性の起業支援事業を実施 

21・ 4・ 1 第 2期指定管理期間スタート 

 指定管理者：特定非営利活動法人参画プランニング・いわて 

 指定期間：平成 21年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 

21・ 4 ふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、配偶者暴力防止事業を実施（平成 23 年

度まで） 

21・ 4 全国女性会館協議会（マイクロソフト株式会社「女性のためのUPプログラム全国版」）

より事業を受託し、ＩＴを活用した女性農業者のための起業支援事業を実施（平成 23

年度まで） 

21・ 6・22 市町村として東北初の配偶者暴力相談支援センターに指定 

22・ 1 ふるさと雇用再生特別基金を活用し、女性のための経済的自立支援事業を実施（平

成 23年度まで） 

22・ 5・12 もりおか女性センター別館内に女性の起業や就業支援のための「起業応援ルーム 

芽でるネット」を開設 

22・11 ホームページ上で「ラジオ mjc」を開設 

24・ 3 住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、相談室を増設 

24・ 4 国際協力ＮＧＯオックスファム・ジャパンより事業を受託し、女性の起業や就業支援の

ための事業を実施（平成 26年度まで） 

25・ 4 緊急雇用創出事業を活用し、ＤＶ未然防止及び被害者支援事業を実施 

26・ 4・ 1 第 3期指定管理期間スタート 

 指定管理者：特定非営利活動法人参画プランニング・いわて 

 指定期間：平成 26年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

26・ 4 配偶者等暴力防止事業を実施 

26・11 全国女性会館協議会主催第 8回事業企画大賞受賞 

27・ 3・ 1 もりおか女性センター別館休館 

27・ 4・ 6 「起業応援ルーム 芽でるネット」をプラザおでっての 1階に移転 

27・12・24 もりおか女性センター別館の廃止 

31・ 4・ 1 第 4期指定管理期間スタート 

 指定管理者：特定非営利活動法人参画プランニング・いわて 

 指定期間：平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

31・ 4 配偶者等暴力防止事業を実施（継続中） 

※もりおか女性センター別館（働く婦人の家）の歩みは、P42参照 
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３ 組織と運営 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆組織図（職員 15名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足）「＊」は、うち、２名は配偶者等暴力防止事業所属職員 

 

 

施 設 名 ： もりおか女性センター 

施設の設置者 

及び所管 

： 盛岡市（市民部市民協働推進課男女共同参画推進室） 

施設管理運営団体

及び代表者名 

： (指定管理者)特定非営利活動法人 参画プランニング・いわて 

理事長 平賀 圭子 

指定管理の期間 ： 平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日までの 5年間 

男女共同参画社会の形成に資する各種講座の企画・運営 

男女共同参画の推進に資する市民活動グループ等の支援や 

交流の促進 

女性相談業務 

図書・行政資料・映像資料及び関連情報の収集・提供業務 

広報・調査・研究・資料の収集等 

施設管理・運営 

施設で実施する主な自主事業 

も
り
お
か
女
性
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務 

センター長 

副センター長 

相談事業部 

リーダー１名 

事業部 

リーダー２名（うち１名起業担当） 

総務経理部 

リーダー１名 

スタッフ３名＊ スタッフ６名 
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４ 施設の概要 
 
所在地 ： 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通一丁目１番 10号 プラザおでって１F・５Ｆ 

開館時間 ： 午前９時～午後９時 30 分（月曜日～金曜日） 

  午前９時～午後５時（土・日・祝日） 

休館日 ： 毎月第２火曜日、年末年始（12/29～１/３） 

建物の規模 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造６階建て地下１階（複合施設） 

 ： 地下１ 

１ 

 

２～４ 

 

５ 

６ 

階 

階 

 

階 

 

階 

階 

駐車場 

起業応援ルーム 芽でるネット 床面積 110㎡、 

北東北交流センター他 

観光文化情報プラザ、盛岡観光コンベンション協会、 

ホール、会議室他 

もりおか女性センター 床面積 699.12 ㎡、カフェテリア 

盛岡てがみ館 

 

階 室  名 収容人数 主 な 利 用 方 法 広さ(約) 

５ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
階 

交流コーナー 50 グループ活動，情報交換，読書，新聞の閲覧 113㎡ 

図書コーナー 12 雑誌，資料の閲覧 38㎡ 

相談室 8 女性相談 20㎡ 

生活アトリエ 36 
生活に役立つ衣・食・住の体験学習 

（グループ活動，研修，調理等） 
98㎡ 

子どもの部屋 20 託児，子どもと保護者が自由に過ごせるスペース 41㎡ 

事務室 － 使用申込手続き，図書の貸出し，情報提供 100㎡ 

会議室 15 会議 36㎡ 

印刷室 3 登録団体が印刷 9㎡ 

資料室 －  6㎡ 

その他 － ラウンジ,トイレなど 238㎡ 

１ 

階 

起業応援 

ルーム 

芽でるネット 

－ 起業就労支援,関連図書の貸出 110㎡ 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

（１）貸出施設 

 

利用対象者 男女共同参画社会実現のために活動している市民団体又はグループ 

（特定の政治活動、宗教活動、営利を目的とする活動は利用不可） 

利 用 方 法 １ 仮申請 

利用希望日の３か月前の９時から電話または窓口にて受付 

２ 本申請  

仮申請より、原則７日以内に来館のうえ「使用許可申請書」を提出 

利 用 時 間 午前９時～午後９時 30分（月曜日～金曜日） 

午前９時～午後５時（土・日・祝日） 

休 館 日 毎月第２火曜日、年末年始（12/29～１/３） 

利 用 料 無料 
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施 設 名 生活アトリエ  

収 容 36 人 

広 さ （ 約 ） 98 ㎡ 

設 備 長テーブル 10本，イス 30脚 

主 な 利 用 方 法 生活に役立つ衣・食・住の体験学習 

(グループ活動,研修,調理等) 

対 象 男女共同参画社会のために活動している団

体概ね５名以上の団体，グループが利用可

※原則１団体につき月１回の利用 

 

施 設 名 交流コーナー  

収 容 50 人 

広 さ （ 約 ） 113 ㎡ 

設 備 机，椅子，ロッカー，湯沸し機等 

主 な 利 用 方 法 グループ活動，情報交換，読書，新聞の 

閲覧 

市民団体予約席  男女共同参画社会実現のために活動してい

る市民団体に限り、２テーブルまで予約可 

（２テーブル６～８名程度） 

 

施 設 名 子どもの部屋  

収 容 20人(但し、子どもの年齢に応じて 10人程度) 

広 さ （ 約 ） 41 ㎡ 

設 備 円形座卓，遊具等，トイレ，シャワー 

主 な 利 用 方 法 託児，子どもと保護者が自由に過ごせるスペ

ース 

対 象 就学前の乳幼児とその保護者 

 

 

施 設 名 図書コーナー  

収 容 12 人 

広 さ （ 約 ） 38 ㎡ 

設 備 図書，ビデオ，机，椅子 

主 な 利 用 方 法 雑誌，資料の閲覧 

対 象 どなたでも ※要利用登録 

貸 出 期 間 等 本３冊，映像資料２本 

（本,映像資料合わせて３作品） 

※２週間以内 

蔵 書 7,894 冊（令和２年３月末現在）  

図 書 分 類 女性学とその周辺／しごと、法律／人間関係／子ども・教育／ 

性・こころ・からだ／くらし／行政資料／郷土資料／映像資料／雑誌 

 

施 設 名 印刷室  

収 容 ３人 

広 さ （ 約 ） ９㎡ 

設 備 印刷機，折機，裁断機，机 

主 な 利 用 方 法 盛岡市男女共同参画団体登録「なはんネット

もりおか」に登録がある団体に限り利用可 

※ロッカー利用可 
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（２）女性相談 
女性を対象とし、生活や生き方に関わる身近な問題について、幅広く相談に応じ、相談者自らの

主体的な問題解決を促進しながら、エンパワーメント○1につながる支援を目指す。 

 

方   法 ： 面接または電話 

開   設 ： 月曜日・火曜日・金曜日 10 時から 17時 

水曜日・木曜日      10 時から 20時 

※毎月第２火曜日、年末年始、土・日・祝日は休み 

そ の 他 ： 盛岡市配偶者暴力相談支援センターに指定されて 

います。 

 

（３）起業応援ルーム 芽でるネット 

女性の起業や就職に関する支援を行い、女性の経済的自立を目指す。 

 

主な内容 ： 起業講座やパソコンミニセミナー等の開催 

起業や就職に関する個別相談、パソコン操作のサポート 

起業や就職、IT活用のための本の貸出 

利用時間 ： 月曜日～金曜日 10時から 17時（12時～14時休室） 

※毎月第２火曜日及び年末年始は休室 

個別サポート等は、要事前予約 

 

施 設 名 図書コーナー  

設 備 図書 

主 な 利 用 方 法 図書等の閲覧，貸出し 

対 象 どなたでも ※要利用登録 

貸 出 期 間 等 本３冊 ※２週間以内 

蔵 書 317冊（令和２年３月末現在） 

図 書 分 類 起業関連図書／パソコン活用関連図書／ 

食や農業関連図書等 

 

ホームページ：http://www.sankaku-npo.jp/mederunet/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

○1 「エンパワーメント」とは 

人生のさまざまな選択において自己決定をし、自分らしい人生を生きる力を獲得することです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実績 
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１ 講座等事業実績 

（１）講座等事業実績一覧 
SDGs の取り組みを加え、男女共同参画社会の実現に向けて学習の場や啓発のための情報を提供

するために、次の事業を開催した。なお、２～３月開催予定の事業は新型コロナウィルス感染症防止の

ため中止及び延期とした。 

区

分 
開催日 講座名 回数 定員 

実数

(延) 

全
体
事
業 

６/21～27 

男女共同参画週間もりおか展 2019 

講演会「『女性活躍推進』時代の男女共同参画

社会づくり」他事業関連展示，ビデオ上映 

７日間 
- 

（講演会 100） 

199 

（63） 

10/４〜５ 

もりおか女性センターフェスティバル 2019 

映画「未来を花束にして」他上映＆トーク 

事業関連展示，利用団体活動紹介展示，クイ

ズラリー 

２日間 - 217 

11/８～25 
なくそう！女性に対する暴力 2019 

街頭キャンペーン他事業関連展示 

18 日

間 
- 2,230 

連
携
事
業 

①５/13，16 

②７/４ 

①DV 被害者対応研修 

②DV 概要及び被害者対応研修 
各１ - 

①107 

②50 

11/22 

～12/２ 

東日本大震災から８年 震災経験を学び，防

災・減災へつなげよう―フォトボイス（写真

と声）を通して－展示＆トークイベント 

11 日

間 

－ 

（講演会 30） 

－ 

（23） 

２/４ 

誰もが活躍できる職場づくり推進フォーラム 2020

～ダイバーシティ経営推進で企業の成長へ～ 

①講演会「日本人，男，シニア，有名大学卒…

そんな人たちだけでやっていけますか？」 

②分科会「仕事に活かすコミュニケーション

スキル」 

各１ 
①130 

②30 

①168 

②18 

市
民
団
体
支
援
事
業 

10/27 
団体名：戦中・戦後を語りつぐ会（いわて）  

「映画とトーク『青森空襲を語り継ぐ』」 
１ 40 21 

10/29 

団体名：BOUSAI ネット盛岡 

「マイ・タイム・ラインで『我が家の逃げ方』

のプランを立てよう！」 

１ 30 ７ 

11/21 
団体名：もりおか女性の会 

「盛岡女性のエンパワーメント 30 年」 
１ 50 27 

11/24 

団体名：エンパワーメント 11（い）わて 

「男女共同参画推進条例で私たちの生活はど

う変わる？」 

１ 50 12 

12/15 

団体名：いわてアサーティブの会 

「ミニミニコミュニケーションカフェのアサ

ーティブファシリテーター養成講座」 

１ 30 21 

１/19 

団体名：男女共同参画読書会 

「ふだん着で話そう政治のこと～個人として

の自分，議員としての自分～女性議員のリア

ル」 

１ 50 27 
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区

分 
開催日 講座名 回数 定員 

実数

(延) 

主
催
講
座
事
業 

６/14，21，

29，７/６，

12，19 

男女共同参画基礎セミナー 

「もりおか女性塾」 
６ 15 52 

①６/29 

②７/12 

男女共同参画基礎セミナー 

「もりおか女性塾」公開講座 

①女性たちが支えてきた岩手の食文化 

～食べることは 生きること～ 

②ジェンダーの視点で考えるメディア・リテ

ラシー 

各１ 各 15 
①20 

②15 

７/28 
映画を通して LGBT について考える講座 

「あなたにとっての“ふつう”って何？」 
１ 20 12 

８/10 

小学生講座 

工学ガールズから学ぶ夏休み自由研究大実

験！ 

１ 15 14 

９/７ 
共働き家庭応援講座 

パパと一緒に簡単クッキング！ 
１ ８組 

６組 

（13 人） 

10/９，16， 

23 

女性防災リーダー養成講座 

いざという時のために今できること～女性の

視点から考える地域防災～ 

３ 20 39 

１/18，25 非正規で働く独身女性のためのライフプラン ２ 10 20 

11/22，29 

男性講座 

フレキシブル（柔軟）に自分力 UP 

～交流分析を学びながら 

２ 15 12 

２/29 
次年度に延期 

認知症の当事者と家族それぞれが自分らしく

生きるために～時計屋カフェ一座による経験

的語り 

１ 40 ― 

３/14 
次年度に延期 

親子で 

「知ろう！守ろう！！わたしの心とからだ」 
１ 12 組 ― 

起
業
支
援
講
座
事
業 

７/７ 女性起業芽でる塾 入門編 Part１ １ 20 20 

12/22 女性起業芽でる塾 入門編 Part２ １ 20 16 

11/16，17 女性起業芽でる塾 実践編 ２ 10 19 

２/15 

＊盛岡市市民協働推進事業補助金交付対象事業 

起業応援フォーラム in 鉈屋町 

（講演会，ワークショップ，マーケット他） 

１ 
－ 

（講演会 50） 

119 

（42） 
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区

分 
開催日 講座名 回数 定員 

実数

(延) 

Ｐ
Ｃ
・
就
労
支
援
講
座
事
業 

５〜３月 

３月中止 

パソコンミニセミナー 

第１回～第 11 回 
各１ 各８ 105 

９/22，28 シングルマザーステップアップ講座 ２ 12 18 

10/23 

～11/６ 

IT 活用講座 

目指せ！MOS 試験 Excel2016 
10 10 91 

相
談
事
業 

６/８，９，

15，16 

ユースリーダー養成講座 2019 

大切な人とのもっといい関係を考えよう 
４ 20 37 

７/５ 
みんなのおしゃべりルーム 

［テーマ］もやもや 
１ ８ ２ 

人
権
出
前
講
座
事
業 

４〜３月 
生徒・学生のための人権出前講座 

大切なわたし 大切なあなた 
各１ － 

６校 

（659） 

【内訳】 

５/25 岩手医科大学図書館（９名） 

６/25 岩手県立雫石高等学校（23 名） 

９/14 盛岡市立見前南中学校（118 名） 

10/１ 岩手県立紫波総合高等学校（141 名） 

11/11  岩手県立不来方高等学校（307 名） 

12/13 岩手大学（61 名） 
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（２）全体事業・連携事業・市民団体支援事業 

第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）・３（１）（７） 

事業名 男女共同参画週間もりおか展 2019 

実 施 日 ６月 21 日（金）～27日（木） 

対 象 どなたでも 

回 数 ７日間 

定 員 －（講演会 100人） 

参加者延べ人数 199（講演会 63人） 

目 的 国が定めた「男女共同参画週間」の時期に併せ、男女共同参画社会の実現に向けて

様々な啓発活動を展開。地域の男女共同参画推進を図るため広く市民に啓発する。 

内 容 ■講演会 

演 題：「女性活躍推進」時代の男女共同参画社会づくり 

講 師：鹿嶋敬さん(一般財団法人女性労働協会会長) 

■その他の取り組み 

 ・男女共同参画社会基本法パネル、なるほどジェンダーパネル展示 

 ・ビデオ上映、関連図書展示 

 ・平成 30年度もりおか女性センター事業紹介展示 

成 果 ・講演会は、女性労働・ジェンダー論専門家であり、内閣府の第４次男女共同参画基本計

画・計画策定専門調査会 会長を歴任されている社会学者 鹿嶋敬さんを講師にお迎え

し、「男女共同参画」「女性の活躍推進」「第４次基本計画」などについて解説いただい

き、改め「女性活躍推進」について捉え直す機会とすることができた。啓発事業としてふさ

わしい事業が展開できた。 

・展示会場では、多くの方に足を止めていただき、男女共同参画について知っていただく

機会とすることができた。 

感 想 ・これまでの男女共同参画・女性活躍推進がとても分かりやすく説明されていてよかった。

数字で見ると男女間の格差はまだまだあるのだと改めて感じた。 

・女性活躍推進事業と男女共同参画との違いについて明確な説明があり、とてもよく分か

った。女性が今の労働市場や制度に魅力を感じられなければ変化も起きないということを

男性陣にも知ってもらいたい。 

・女性が社会に進出するためには固定的な家事のやり方を見直すというやり方がよいと思

いました。「自らの意思」でみんなが社会の一員として輝き働ける社会になることを願って

います。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１） 

事業名 もりおか女性センターフェスティバル 2019 映画祭 

実 施 日 10月４日（金）～５日（土） 

対 象 どなたでも 

回 数 ２日間 

定 員 － 

参加者延べ人数 217人 

目 的 広く市民を対象に、映画とトークを通じて男女共同参画社会の推進のための課題を共

有する。また、合わせて市民団体の活動の充実を図る。 

内 容 ■映画上映＆トーク 

－上映作品－ 

未来を花束にして／106分・2015 年・イギリス 

ガザの美容室／84分・2015年・パレスチナ、フランス、カタール 

1日 1 ドルで生活／56分・2013年・アメリカ、グアテマラ 

1000 人のピースウーマン／55分・2005 年・スイス 

■その他の取り組み 

・利用団体活動紹介展示 

・スタンプラリー 

成 果 ・今年も秋恒例事業となっているフェスティバルで映画祭を開催した。女性の参政権を求

めて命を懸けた運動や戦争状態という日常をたくましく生きる女性たちを描いた映画など

４作品を上映。映画の間にトークを行い、歴史歴的背景や社会情勢を知ることで映画を

深堀りすることができ、参加者と一緒に考える機会になった。アンケートから「勉強になっ

た」、「考えさせられるテーマだった」等の良い評価をいただいた。 

・利用団体活動紹介展示は、23 団体に協力いただき、フェスティバルの参加者の他、セン

ターの来館者にも見ていただいた。 

感 想 ・生まれた時から、普通に参政権のある私たちは、その権利について考えることもなく過ご

してきました。“未来を花束にして”を観て、それがどんな活動、痛みから獲得したものな

のかを知ることができました。これは、より多くの女性が観るべきものだと思いました。 

・“ガザの美容室”今にもし自分に危機が訪れたらという部分を実体験したかのような内容

でハラハラした。 

・すごく胸にささる素晴らしい映画でした。トークのお話もとても勉強になりました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標５（１）（４） 

事業名 なくそう！女性に対する暴力 2019 

実 施 日 11月８日(土）～25日（月） 

対 象 どなたでも 

回 数 18日間 

定 員 － 

参加者延べ人数 2,230 人 

目 的 女性や子どもに対する暴力の被害当事者にメッセージを届けるとともに、市民の関心を

喚起し暴力を容認したり潜在化させたりしない社会づくりのための啓発強化を目指す。 

内 容 ■もりおか女性センター会場 

・展示 

（パープルリボンツリー、啓発パネル、メッセージ Tシャツ、パープルキルト） 

・関連ビデオ上映、図書展示 

■街頭啓発キャンペーン（イオンモール盛岡南・ホットライン・サカナチョウ） 

・DV及びデート DVに関するクイズ及びグッズの配布 

・展示 

・ザ・ボディショップによるハンドトリートメント 

■パープル・ライトアップ（東北電力の鉄塔） 

■パープル×オレンジリボンツリー展示（市役所本庁舎及び盛岡保健所） 

成 果 ・今年は児童虐待防止推進月間とコラボし、女性と子どもに対する暴力の根絶に向けた事

業を展開した。 

・街頭啓発キャンペーンでは、たくさんの方々が立ち止まってクイズに挑戦したり、ボディー

ショップのハンドトリートメントに参加していただいた。アンケートでも「これからも続けて欲

しい」という感想をいただき、この事業への関心の高さが窺えた。 

・また、今年も東北電力送配電カンパニー岩手支社様の協賛により、鉄塔のパープル・ライ 

トアップが実現。暴力の根絶と「1人で悩まず相談してください」というメッセージを市民に

対して広く届けることができた。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標５（１）（２）（３）（４） 

事業名 
盛岡市との協働事業 

①DV 被害者対応研修   ②DV 概要及び被害者対応研修 
実 施 日 ①５月 13日（月）、16日（木） ②７月４日（木） 

対 象 ①盛岡市職員 新任職員／盛岡市広域圏市町職員 ②生活保護担当職員 

回 数 各１回 

定 員 － 

参加者延べ人数 ①107 人 ②50人 

目 的 DV被害者に対する包括的支援 

主催：盛岡市市民部市民協働推進課男女共同参画推進室 

    盛岡市保健福祉部生活福祉課 

共催：盛岡市子ども未来部子ども青少年課／もりおか女性センター 

内 容 ・「DV被害者窓口対応の手引き」について 

・DVの基礎知識 

・関係課との連携、具体的な事例検討 

 

講師：もりおか女性センター職員 

成 果 ・DV構造の理解や DV被害者の心理的特性など基礎的理解を促進した。 

・生活保護担当職員はじめ各課窓口で直接的に当事者と接することが多いため、多くの方 

に集中して聞いていただけた。 

・配暴カード、ニュースレターの配布もし、市職員他に対してセンターの存在を周知でき 

た。 

感 想 ・対応する際の注意が必要な事柄が学べた。その部署がどのような関わりを持てるかを知 

ることができたので、今後の参考にしたい。 

・庁内連携についての事例検討がためになりました。課によると思うので、DV 被害者への 

対応も様々かと思いますが、子ども青少年課や女性センターにつなげばいいとういうこと 

を知れただけでも安心できました。 

・DV被害者の方への対応で、必要となる視点や関係機関について再確認することが出来 

ました。今後の研修内容を念頭に置いて日頃の業務に当たりたいと思います。 

・各窓口での相談から、子ども青少年課や女性センターへのルートを全庁的に周知してい 

きたいし、増やして欲しい。 

・状況が分かれば分かるほど、難しい問題だと思います。被害者の方に寄り添うためにも、 

各課の業務、仕組みをより理解しなければと感じました。 

・勉強になりました。緊張感をもって配慮ある面接業務を心がけようと思いました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１） 

事業名 
東日本大震災から 8 年 震災経験を学び、防災・減災へつなげよう 

－フォトボイス（写真と声）を通して－展示＆トークイベント 
実 施 日 11月 22 日（金）～12月２日（月） ※11月 23日（土・祝）トークイベント 

対 象 どなたでも 

回 数 11日間 

定 員 －（講演会 30人） 

参加者延べ人数 －（講演会 23人） 

目 的 防災を「自分事」として捉え、防災・減災意識の向上を図る。 

内 容 ■フォトボイス展示(写真と声) 

東日本大震災の被災者が自ら撮影した写真（フォト）と声（ボイス）、100点を展示。 

■トークイベント 

３人の女性が語り部として、撮影した目的やその時の気持ち等についてトーク。そのフォト

ボイスを基に地域防災の課題について参加者と意見交換を行った。 

プレゼンター：エミさん、良子さん、みゆさん 

ファシリテーター：吉浜美恵子さん（ＮＰＯ法人フォトボイス・プロジェクト共同代表、 

ミシガン大学社会福祉学大学院教授） 

成 果 ・岩手県初のフォトボイス展示＆トークイベントの開催となった。 

・展示会場には、たくさんの方に来館いただき、東日本大震災で被災された女性たちの経

験や思いを知っていだく機会となった。 

・トークイベントでは、被災者の辛さや苦しみに共感し、防災・減災について考えることに繋

がった。 

感 想 ・災害を風化させない様に、又、情報を大切にし、日頃よりアンテナを高く張っておくように

したいと思います。 

・震災を経験した方には、いろいろな思いや苦しみがあることを友人などに話していきたい

と思いました。 

・一枚の写真とそれに添えられた言葉の重みが伝わってきました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）・３（１）（５）（６） 

事業名 
誰もが活躍できる職場づくり推進フォーラム 2020 

①基調講演 ②分科会２ 仕事に活かすコミュニケーションスキル 
実 施 日 ２月４日（火） 

対 象 どなたでも 

回 数 1回 

定 員 ①130 人 ②30人 

参加者延べ人数 ①168 人 ②18人 

目 的 コミュニケーションスキルの向上、働きやすく活性化する職場づくりを目指す。 

内 容 ■①基調講演 

演 題：「日本人、男、シニア、有名大学卒・・・そんな人たちだけでやっていけますか？」 

講 師：松本晃さん(元カルビー㈱代表取締役兼 CEO) 

■②分科会２ 

テーマ：仕事に活かすコミュニケーションスキル 

講 師：藤村七美さん(CO.CORO サポート代表／シニア産業カウンセラー) 

成 果 ＜分科会２のみ＞ 

募集人員には達しなかったが予想以上の参加があり、活気ある雰囲気のなか充実した講

座が実施できた。働くうえでも、私生活においても、コミュニケーションスキルを向上させる

ことは基本のきである。趣旨を達成できたかと思う。 

感 想 ＜分科会２のみ＞ 

・相違点にばかり目が生きがちなため、小さいところからでも類似性の発見を共有、合意を 

心がけたい。 

・「ありがとう」「うれしい」「助かる」の魔法の言葉を家庭と会社でたくさん使いたいと思いま 

す。 

・ワーク・エンゲージリング 大変いい言葉でした。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標１（３）・２（１） 

事 業 名 市民団体支援事業 

実 施 日 10月～１月 

対 象 － 

回 数 各１回 

定 員 ①40人 ②30人 ③50人 ④50人 ⑤30人 ⑥50人 

参加者延べ人数 ①21人 ② 7人 ③27人 ④12人 ⑤21人 ⑥27人 

目 的 男女共同参画をテーマとした事業企画を募集。市民活動を行っている市民団体と女性

センターが連携・協働し、事業の企画や実践を通して学びや意識の向上を図り、男女共同

参画を推進する。ならびに団体活動の活性化を目指す。 

内 容 ■①映画とトーク「青森空襲を語り継ぐ」 

実施団体：戦中・戦後を語りつぐ会（いわて） 

■②マイ・タイム・ラインで「我が家の逃げ方」のプランを立てよう！ 

実施団体：BOUSAIネット盛岡 

■③盛岡女性のエンパワーメント 30 年－女性相談・学習・起業・震災復興支援など－ 

実施団体：もりおか女性の会 

■④男女共同参画推進条例で私たちの生活はどう変わる？ 

実施団体：エンパワーメント 11（い）わて 

■⑤ミニミニコミュニケーションカフェのアサーティブファシリテーター養成講座 

実施団体：いわてアサーティブの会 

■⑥ふだん着で話そう政治のこと～個人としての自分、議員としての自分～女性議員のリアル～ 

実施団体：男女共同参画読書会 

成 果 ・今年度は６団体が採択された。それぞれテーマを掲げ企画され、事業参加者は熱心に講 

師の話を聞き、活発に意見交換や質問をしている様子が窺われた。 

感 想 ＜事業参加者の感想＞ 

①貴重な資料を観させていただき感謝しています。日本が経験した戦争の惨禍について

語り継いでいかなければと思います。 

②マイ・タイム・ラインを各家庭で作成する必要性を勉強できて良かった。家庭でも考えた

いと思います。 

③自分が知らなかった盛岡女性のエンパワーメントの歴史を聞くことができ、とても勉強に

なりました。 

④市議会が条例を審査する場があり、議員がさらに男女共同参画推進室共同参画につい

て研修を深め、意義を理解すべきと思いました。大変参考になりました。 

⑤自分が変わることで、より良いコミュニケーションや、より豊かな人間関係を築いていける

ように、少しずつ意識していきたいと思います。 

⑥講演の内容も良く、その後に女性議員さんの話が聞けて具体的な内容となった。 
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（３）主催講座事業 

第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）（４）・４（３）・５（１） 

事業名 男女共同参画基礎セミナー「もりおか女性塾」 

実 施 日 ６月 14 日・21日・29日、７月６日・12 日・19日 （金曜日または土曜日） 

※公開講座は、６月 29日、７月 12日 

対 象 テーマに関心のある女性 

回 数 ６回 

定 員 15人 ※公開講座 各 15人 

参加者延べ人数 52人 ※公開講座 ６月 29日 20人、７月 12日 15人 

目 的 性別に関わりなく全ての人が互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画の実現のため、女性たちが男女共同参画の基礎学習を重ねることで、課題

に気づきエンパワーメントすることを目指す。 

内 容 ■第１回 テーマ：私たちの暮らしと男女共同参画～祖母、母の時代 そしていま～ 

講 師：平賀圭子(NPO法人参画プランニング・いわて／前もりおか女性センター長) 

■第２回 テーマ：「女性活躍促進」時代の男女共同参画社会づくり 

講 師：鹿嶋敬さん（一般財団法人女性労働協会 会長） 

■第３回テーマ：女性たちが支えてきた岩手の食文化 

講 師：菅原悦子さん(岩手大学前理事（復興・地域創生・男女共同参画担当）、副学長) 

■第４回テーマ：仕事と暮らしのジェンダー関係 

講 師：内藤和美さん(岩手大学男女共同参画推進室 特任研究員) 

■第５回テーマ：ジェンダーの視点で考える メディア・リテラシー 

講 師：谷岡理香さん（東海大学文化社会学部 広報メディア学科 教授) 

■第６回テーマ：私たちの暮らしにひそむ暴力・まとめ 

講 師：もりおか女性センター長・副センター長 

成 果 ・今年で４年目の講座。20～60代と幅広い世代の方の参加いただき、世代を超え、関心の

あるテーマであることを窺い知ることが出来た。 

・女性を取り巻く歴史からスタートし、様々な視点で男女共同参画についての学習を深め

た。女性が抱えてきた問題が個々の問題だけでなく、社会制度や習慣の中で作られてき

たということを学び、参加者の気づきをもたらすことができた。 

・ワークを通して、日常の暮らしの中にある身近な問題にも“なぜ？”と考えること、言葉に 

することの大切さ知っていただくことができた。 

感 想 ・とても勉強になった。テンポよく内容を伝えていただき、新しく知ることがたくさんあった。

若い人の参加が増えるといいなぁ。 

・性別役割分業が日本社会の中で根強くあった為と理解した。この考えは講義を聞くこと

で、初めて理解できた。経済の論理から生まれるものというのも実感できた。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）（３） 

事業名 
映画を通して LGBT について考える講座 

「あなたにとっての“ふつう”って何？」 
実 施 日 ７月 28 日（日） 

対 象 どなたでも 

回 数 １回 

定 員 20人 

参加者延べ人数 12人 

目 的 性的マイノリティに対する関心が高まる中、まだまだ偏見や差別、否定的な考えが大きく 

関わっていると考える。この講座では、当事者ではなく周囲の目線で描いた映画上映とワ 

ークショップを通して誰もが生きやすい社会づくりに向けて、気づきや学びを得る機会とす

る。 

内 容 ■映画鑑賞 

映 画：「カランコエの花」 

■講義・ワーク 

講 師：山下梓さん 

（弘前大学 男女共同参画推進室 助教／岩手レインボー・ネットワーク主宰） 

成 果 ・映画というツールを用い学習を展開したことで、参加者の理解の促進を図ることができ

た。 

・グループワークでは、映画のシーンを考えることに焦点を絞り、テーマを決めたことで「自

分だったらどうするか？」「自分の中の“ふつう”とは？」を考え、差別や偏見をなくし平等

で安全、安心な社会を考える機会となった。 

感 想 ・「ふつう」を疑え！「ふつう」って何だろう？って感じました。 

・もしＬＧＢＴだということをカミングアウトされたらどうする？改めて考えた。 

・ＬＧＢＴについて寛容になって欲しいという気持ちが強くなりました。自分にもできることは

ないかと思う。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１） 

事業名 
小学生講座 

工学ガールズから学ぶ夏休み自由研究大実験！ 
実 施 日 ８月 10 日（土） 

対 象 小学校４年生から６年生 

回 数 １回 

定 員 15人 

参加者延べ人数 14人 

目 的 理系分野の学習を楽しんでもらうため、小学生を対象に自由研究の参考になる実験講座 

を岩手大学の理系女子学生と一緒に行う。また、男女問わず理系や研究職という職業の

選択肢があり、そのロールモデルとなる理系女子をより身近に感じてもらう機会とする。 

内 容 ■ワークショップ 

テーマ①夏なのになんでも凍る不思議な液体⁉ 

テーマ②ソーラーカーを作って走らせよう！ 

テーマ③紫外線ＶＳ日焼け止めの謎 

講  師：山口明さん（岩手大学理工学部准教授） 、岩手大学 工学ガールズ７人 

成 果 ・子どもたちは、男女ともに意欲的に実験に取り組み、交流も交え楽しく過ごしてもらえた。 

・講座時間内に当日の実験を写真に撮り纏めて渡したことで、夏休みの自由研究に一役 

買うことができた。 

感 想 ・いろいろな実験をやってとても楽しかった。 

・今日はとても楽しかったです。今までわからないことが知れました。 

・日常ではできないような物を使って、実験ができて、楽しかった。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）・３（２） 

事業名 
共働き家庭応援講座 

パパと一緒に簡単クッキング！ 
実 施 日 ９月７日（土） 

対 象 共働き家庭の年長から小学１年生の子どもとその父親 

回 数 １回 

定 員 ８組 

参加者延べ人数 ６組（13 人） 

目 的 共働き世帯が増えつつある中、依然として性別役割分業意識が根強くある。子どもと父親

が協力して楽しく食事を作ることで料理に関心を持ち、家事分担意識の形成を促進し、母

親にかかる家事の負担軽減へつなげることを目指す。 

内 容 子どもと父親が協力して、料理の準備から片付けまでを体験する。 

＜当日のメニュー＞ 

・フライパンでつくるピザ・マルゲリータ 

・トマトスープ 

 

講 師：荒屋亜紀子さん（無添加料理教室【荒屋食堂】主宰） 

成 果 ・親子がコミュニケーションを取りながら楽しく調理を体験したことで、家庭でもやって 

みたいという意識に繋がった。 

・家事分担意識の壁を払い、炊事の興味や楽しさを感じてもらえた。 

感 想 ・家でできるレシピで、家で実践できそうなところが良かった。 

・子どもの年齢が同世代なので雰囲気が良かった。また、参加させていただきたいです。 

・出席した方が良い方々。簡単においしい料理ができました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１）・４（３） 

事業名 
女性防災リーダー養成講座  

いざという時のために今できること～女性の視点から考える地域防災～ 

実 施 日 10月９日、16日、23日 （いずれも水曜日） 

対 象 地域防災に関心のある方 

回 数 ３回 

定 員 20人 

参加者延べ人数 39人 

目 的 災害時に一人ひとりが尊重され、安心・安全が確保されるための防災のあり方について

学び、その成果を実践に活かす。 

内 容 ■第１回  

テーマ：盛岡市に想定される災害の知識 

講 師：今住義人さん（盛岡市総務部危機管理防災課主幹） 

■第２回  

テーマ：なぜ防災に女性の「チカラ」が必要なのか 

災害時における女性と子どもが受けやすい被害 

講 師：瀬山紀子さん（埼玉県男女共同参画推進センター 事業コーディネーター） 

■第３回  

テーマ：災害時のトイレを考える  

今、わたしたちができることを考えよう！ 

講 師：高橋聖子さん（インクルラボ代表） 

成 果 ・今年で６年目の講座。今回は、民生委員や町内会役員、また市外からの参加もあり盛り

上がりを見せた。 

・グループ化にはならなかったが、今後も活動したいという５名の方を昨年度の自主グルー

プへ紹介することができた。 

感 想 ・避難所やトイレの内容は、いちばん知りたいことでした。とても勉強になりました。 

・女性の体験、悩みが多くあり、それに対応できていないことが分かった。小さい声を大きく 

していく必要を感じた。 

・今やらなければならないこと、地域防災をどのようにして取り組むかが問題と思われた。声 

が上がる地域になるよう努力しようと思った。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標３（７）・４（１）（４） 

事業名 非正規で働く独身女性のためのライフプラン 

実 施 日 1月 18 日、25日 （いずれも土曜日） 

対 象 非正規で働く独身女性（シングルマザーを除く） 

回 数 ２回 

定 員 10人 

参加者延べ人数 20人 

目 的 非正規職で働くシングル女性が、今なんとなく抱えている不安をそのままにせず、具体

的な課題として整理し、今後予想されるリスクに向け情報収集し行動すること。同じような状

況にある者同士が交流することで孤立感が緩和される経験を通し、自ら交流の機会を作る

など前向きな行動に踏み出すきっかけとなることを目指し開催する。 

内 容 ■一日目 

テーマ：働く人の権利を守る法律や制度を知ろう 

講 師：中村健さん（岩手県労働組合連合会事務局長） 

■二日目 

テーマ：親の介護が必要になったら 

講 師：佐藤晋作さん（盛岡駅西口地域包括支援センター管理者兼主任介護支援専門員） 

 

※両日とも、後半で「アフタヌーンティータイム」を設け、参加者同士の交流を図った。 

成 果 ・昨年度に引き続き、非正規で働く独身女性のための講座を開催した。 

・インターネットからも応募できるようにしたことで、定員を上回る応募があった。 

・悩みを共有している多くの当事者の興味を惹いた。当日欠席された方からも資料が欲し

いという要望をいただいたほどである。 

感 想 ・労働者を守るための権利、法律を知ることができ大変勉強になりました。また、他受講性

の方々の考え、意見を聴くことができ、貴重な時間でした。 

・制度や施設、サービスを自分で調べるだけでなく。専門の方から体系的にお話を伺うこと

のよ良さを感じました。 

・独身（シングルマザー除く）の非正規という同じ状況での参加者とのお話、共感することが

多く勉強になりました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（１） 

事業名 
男性講座 

フレキシブル（柔軟）に自分力 UP～交流分析を学びながら 
実 施 日 11月 22 日、29日 （いずれも金曜日） 

対 象 テーマに関心のある男性 

回 数 ２回 

定 員 15人 

参加者延べ人数 12人 

目 的 交流分析を用い、自分自身を知り、周りの人との関わり方やジェンダーにとらわれずにも

っと柔軟に生きるヒントを得て、地域参画を促すきっかけになることを目的とする。 

内 容 ■第１回 

「自己分析」～自分自身と向き合う～ 

■第２回 

「コミュニケーションスキル」～“つながる”力を持つ 

 

講 師：土屋文彦さん（土屋心理支援オフィス 公認心理師・臨床心理士） 

成 果 ・質問などの発言が活発的に交わされた。少人数ならではの効果であったと思う。 

・様々なワークを通して自分自身と向き合うことや他者を理解しようとする気持ちの大切さを

知る良い機会になった。 

・応募人数の約半数が 50 代以下の方であり、夜の時間帯に開催したことで働いている年

代に参加いただくことができた。 

感 想 ・自分の得意不得意やプライドや社会的立場にとらわれず、今後柔軟性をもてるようにした

いと思わせる内容でした。 

・自分の生きづらい悩みがいくらか解消されたと思いました。 

・さまざまな年代の人達と考え方が共有できて良かった。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（２） 

事業名 女性起業芽でる塾 入門編 Part1 

実 施 日 ７月７日（日） 

対 象 起業に興味がある女性 

回 数 １回 

定 員 20人 

参加者延べ人数 20人 

目 的 女性のための経済的自立支援の一環として、女性特有の問題に寄り添いながら起業に

向けた基礎知識やノウハウを提供し、起業にチャレンジする女性を応援する。 

内 容 ■先輩女性起業家事例発表 

発表者：工藤幸枝さん(ＮＰＯ法人もりねこ 理事長) 

■ワークショップ 

テーマ：自分のやりたいことや思いをシェアしよう！ 

ファシリテーター：もりおか女性センター職員 

成 果 ・講師の具体的な起業ストーリーを聞き参考となったという感想が多く得られた。 

・グループトークで多くの人と思いをシェアし共感を得られたことで、抱えていた不安の解 

消となり、改めて起業したい思い、目標や方向性を再確認し、モチベーションアップとなっ 

た。 

感 想 ・自分の夢を口に出して人に伝えることによって色々な情報も得ることが出来ると思うので、

これからも話していきたいと思います。 

・講師の方だけでなく、参加者の方のやりたいこと、やっていること、想い等を伺え、自分も

力をもらいましたし、自分のしていることへの反応もいただき、これからも自分の気持ちを

信じてやっていきたいと思いました。 

・悩んでいたり、不安だった事の共有ができてよかった。やっぱり起業したいと再確認でき

た。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（２） 

事業名 女性起業芽でる塾 入門編 Part2 

実 施 日 12月 22 日（日）  

※10月 19日を予定していたが、講師が台風で被災されたため講座を延期し、開催した。 

対 象 起業に興味がある女性 

回 数 １回 

定 員 20人 

参加者延べ人数 16人 

目 的 女性のための経済的自立支援の一環として、女性特有の問題に寄り添いながら起業に

向けた基礎知識やノウハウを提供し、起業にチャレンジする女性を応援する。 

内 容 ■先輩女性起業家事例発表 

発表者：政屋真理さん（Ｔｅ mari代表） 

■ワークショップ 

テーマ：自分のやりたいことや思いをシェアしよう！ 

ファシリテータｰ：センター職員 

成 果 ・人に自分の思いを話すことの大切さや色々な人たちの話を聞くことによる気づきや楽しさ 

を味わっていただくことができ、起業に向けての一歩を後押しすることができた。 

・参加者の半数以上が新規来館者であり、新たな利用者の開拓につながった。 

感 想 ・講演では、講師の好きな事を仕事にしているという話の時、とてもイキイキしていたのが印 

象的でした。たくさんの人のやりたいことを聞くことができ、気持ちを高めることができまし 

た。自分のやりたいことを話すことで、一歩前進できたように感じます。 

・ワークショップで、自分の話をすることで、自分の思いがハッキリしました。不安や怖さが

本当は小さいことだったかもしれないという感覚になりました。勇気をもらえる講座になりま

した。 

・初めて会う方たちと自分の思いを話すことはとても面白かったです。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（２） 

事業名 女性起業芽でる塾 実践編 

実 施 日 11月 16 日（土）、17日（日） 

対 象 起業を考えている女性（起業したばかりの方も可） 

回 数 ２日間 

定 員 10人 

参加者延べ人数 19人 

目 的 起業の基礎知識と心構えを学び、自分のやりたいことをしっかりイメージし、具体的な一

歩を踏み出すことを目指す。 

内 容 ■一日目 

テキストを基に講義、個人ワーク、グループ内発表 

■二日目 

一押しユニット作成、グループ内発表、全体発表 

 

講師：関洋一さん（ＫＪＳ管理会計実践サポート㈱代表取締役） 

成 果 ・講師から起業の基礎知識や心構えを教えていただいたこと、そして他の参加者との意見

交換でそれぞれの不安な気持ちは軽減され、起業へさらに一歩を踏み出す後押しとなっ

た。アンケートには半数以上の方が、起業したい時期を記載していた。 

感 想 ・関先生のお話がとても分かりやすく楽しかった。いろいろな人の話が聞けて良かった。 

・改めて起業に向けて気持ちを新たにできました。もう少し計画を練り直して再スタートした

いと思います。 

・楽しい二日間、ありがとうございました。様々な女性たちの考え、向上心、とても素晴らし

いと思いました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（２） 

事業名 
盛岡市市民協働推進事業補助金交付対象事業 

起業応援フォーラム in 鉈屋町 
実 施 日 ２月 15 日（土） 

対 象 起業に興味のある女性、起業を目指している女性、起業している女性 

回 数 １日 

定 員 －（①講演会 50人 ②はなそう！はなそう！タイム 16人） 

参加者延べ人数 119人（①42人 ②16人） 

目 的 岩手の女性たちの起業支援、先輩女性起業家や同じ思いを持つ女性同士の交流の場

を提供することで、ネットワーク形成と持続可能な事業について学び、考える機会とする。 

内 容 ■講演会 

 演題：わたしの想いをかたちに～人とのつながりで夢を広げる～ 

 講師：阿部靜さん（はちすずめ菓子店 店主） 

■参加者同士の交流会 はなそう！はなそう！タイム 

 テーマ：私のやりたいこと、私のアイディアについて 

 ファシリテーター：センター職員 

■出店マーケット、ワークショップ 

成 果 ・講演会では、一人の女性起業家に起業に対する思いを語っていただき、参加者の起業

への思いを後押しすることができた。 

・はなそう！はなそう！タイム（ワークショップ）では、自分がやりたいことをアイディアに自分

たちの思いを語り合い、事業プランのブラッシュアップを図ることができた。 

・出店マーケット、ワークショップでは、起業を目指す女性の体験販売の場として実績を積 

むことができた。 

感 想 ・これからを考えている時に勇気をいただきました。 

・ぼんやり「起業できたらいいなぁー」と思っていましたが、阿部さんのお話を聴いて私にも

できるかもと思えたのが大きな収穫でした。 

・参加者のみなさんが活き活きとしていて元気をもらいました。私も起業というか自営業で

開業したので、人とのつながりの場を大切に楽しみながら頑張りたいと思いました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（１）（２）（３） 

事業名 パソコンミニセミナー 

実 施 日 ５～３月 （火曜日または木曜日） ★３月はコロナウィルス感染防止のため中止。 

対 象 起業や就職を目指している女性 

回 数 各１回 

定 員 各８人 

参加者延べ人数 105人 

目 的 就労や起業に限らず、社会生活を送るうえでパソコン技能は欠かせない。パソコン技術

を学ぶ機会を求める女性のニーズに応え、女性の社会的・経済的自立を支援する。 

内 容 ＜メニュー＞ 

１  ワード入門 文章入力のコツをつかもう 

２  エクセル入門 表とグラフの作り方 

３  ビジネス文書の作り方  

４  エクセル関数入門 

５  パワーポイント入門 

６  ワードでチラシを作りましょう 

７  家計簿を作ろう 

8  パワーポイント入門 

９  ワード入門 

１０ エクセル入門 

１１ ビジネス文書の作り方 

１２ エクセル関数入門 

１３ 家計簿を作ろう 

成 果 ・例年通り上期は、就労支援に関連した内容を実施した。技能習得の一歩やスキルアップ

につながるきっかけとして、場を提供することができた。 

感 想 ・ワードを初めてやったので、ついていくのに精一杯でしたが、とても勉強になりました。 

・エクセルは全くやったことがなく不安でしたが、分かりやすく進めていただいたのでなんと 

かついていくことが出来ました。ありがとうございます。 

・起業について必要なことが学べるので大変助かります。 

・サポートの方にも優しく教えていただいて、今まで、中途半端に流して仕事をしてきたこと 

がすっかりわかりました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（４） 

事業名 シングルマザー ステップアップ講座 

実 施 日 ９月 22 日（日）、28日（土） 

対 象 小学生から中学生の子を持つシングルマザー、またはそれに準ずる人 

回 数 ２回 

定 員 12人 

参加者延べ人数 18人 

目 的 シングルマザーがお金とキャリアの将来設計をし、心身共に余裕のある生活を実現する

ことを目的に実施する。 

内 容 ■第１回 

テーマ：時間に追われない「わたし」になる 

講 師：小笠原泉さん（音楽健康教室 R‐ism） 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：もりおか女性センター職員 

■第２回 

テーマ：なりたい「わたし」～ライフ＆マネープラン～ 

講 師：阿部英子さん（ファイナンシャルプランナー、ハロードリームいわて事務局長） 

      もりおか女性センター長 

成 果 ・講座を通し、女性相談、センター事業参加等、一歩を踏み出したいという意欲が窺え、参

加者のエンパワーメントにつながった。 

・参加者同士でたくさん話ができる講座となり、終了後も集まれる場が欲しいと、自主グル 

ープが立ちあがった。 

・未就学児だけではなく、小学生向けにもプログラムを企画したことにより安心して受講して

いただけた。 

感 想 ・講師さんが終始なごやかで、否定されることに慣れている私はほっとした。 

・なりたい自分をもう少し具体的に考えようと思いました。こうなるには何が必要で時間の確

保や色々ありますが、小さな幸せを感じられる人であり続けたいな、と思います。 

・お金のこと、ライフプラン、考えなければならないこと、やらなければならないこと、たくさん

あると改めて感じました。この先も不安だらけですが、自分にできることをあきらめずに探

していきたいです。参加者の皆さんも話しやすく楽しい時間でもありました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（１）（２） 

事業名 IT 活用講座 目指せ！MOS 試験 Excel2016 

実 施 日 10月 23 日（水）～11月６日（水） 

対 象 働いている女性、就労を目指している女性 

回 数 10回 

定 員 10人 

参加者延べ人数 91人 

目 的 働いている女性、就労を目指している女性たちが、パソコン技能を高め、資格を取得す

ることで、就労する意欲、機会を広げるとともに、経済的自立につながることを目的として実

施する。 

内 容 Microsoft office specialist Excel2016 資格試験対策講習 

 

講 師：富士通エフ・オー・エム㈱東北支社 盛岡営業所 

     もりおか女性センター職員 

成 果 ・一昨年開催した「シングルマザーのためのパソコン基礎講座」や「パソコンミニセミナー」

から、スキルアップを目指して受講を希望された方がいた。 

・仕事が終わってから駆けつけて受講する方が多く、10 日間通うのは大変だったと思う。受

講生はとても熱心に勉強し、この頑張りが実を結び、よい結果につながるよう期待したい。 

・今後、パワーポイントも学びたいという声もあり、スキルアップへの意欲が見られた。 

感 想 ・毎日この２時間が楽しみで、終わってしまうのが残念です。何より、先生の説明が分かりや

すく、よく頭に入ってきました。試験に向けて、教わったことを出し切れるよう、勉強しま

す。 

・今まで何となく使っていたところも、基礎から教えてもらえて、今後役立てられればと思い

ます。 

・普段使わない操作等多くを習得できた。日中でない時間帯の講座はありがたい。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（３）（４）・５（１） 

事業名 
ユースリーダー養成講座 2019 

大切な人とのもっといい関係を考えよう 
実 施 日 ６月８日、９日、15日、16日 （いずれも土曜日、日曜日） 

対 象 子どもの育成に関心があり、中学校や高校等での出前講座に協力可能な 

高校生・短大生・大学生・専門学校生 

回 数 ４回 

定 員 20人 

参加者延べ人数 37人 

目 的 ・デートＤＶに関する知識を習得し、自分も相手も大切にする人間関係づくりや自尊感情を 

もって生きる大切さを学ぶ。 

・ユースリーダーとしてデート DV予防や人権啓発活動を展開していくことを目指す。 

内 容 ■第１回 

テーマ：男女共同参画、ジェンダー、暴力の定義、 

デート DV～相手を尊重する関係を作る～ 

■第２回 

テーマ：思春期の生と性、いろいろな性と生き方、ＤＶとデートＤＶ、 

デートＤＶ予防講座の事例紹介 

■第３回 

テーマ：ＤＶ、デート DV、いじめとＳＮＳ、オリジナルプログラムを考える 

■第４回 

テーマ：オリジナルプログラムを考える、リハーサル、プレゼンテーション、まとめ 

講 師：瀧田信之さん(ＮＰＯ法人湘南ＤＶサポートセンター理事長)他 

成 果 ・学生たちは皆、意欲的で自分達が出前講座で伝えていくという使命感と熱意に満ち溢れ

ていた様子が窺え、学びの実践（ユースリーダーとして人権出前講座を担う）へ流れを作

ることができた。 

感 想 ・当たり前だと思うことが差別や偏見になっているので気を付けようと思った。 

・オリジナルプログラムを考えることが意外と大変だった。自分の考えを相手に伝えるため 

には、具体的に伝えると良いことが分かった。 

・無関心の反対は愛だということが印象に残った。自分達の学んだことを皆に広める準備

ができてうれしいです。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標４（６）・５（１） 

事業名 
みんなのおしゃべりルーム 

［テーマ］もやもや 
実 施 日 ７月５日（金） 

対 象 相談室を利用した人 

回 数 １回 

定 員 ８人 

参加者延べ人数 ２人 

目 的 共通の悩みを持つ女性が、批判や非難をされず安心して話せる場で、話をしたり参加

者の体験を傾聴し共有し合う。それを通じて、主体的に自らの問題をみつめ整理しエンパ

ワーメントする場を提供する。同時に男女共同参画の理解を促進し、法的知識や社会資

源についても情報提供をする。 

内 容 自己紹介＆フリートーク 

 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：もりおか女性センター職員 

成 果 ・日程調整に苦慮し、２人での開催となったが、グループ相談は自分らしさを取り戻すため

の過程でとても有効な手段であった。 

・参加者同士、気持ちを認め合ったり労ったり、また聞いてみたいことを聞いてみたり、安心

できる雰囲気の中で進めることができた。 

成 果 ・自分が不安に思っていることを聞くことができてよかったです。もっともっと話していたかっ

たです。 

・テーマやお題をふってもらえて、気軽に話すことができました。悩みがなくなることはない

けれど、“悩んでいる今を大切にする”ことで、次のステップや明るい未来が見えてくるん

だと感じました。 
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第２次盛岡市男女共同参画推進計画 基本目標２（３）（４）・５（１） 

事業名 
生徒・学生のための人権出前講座 

大切なわたし 大切なあなた 
実 施 日 ４～３月 

対 象 中学生・高校生・大学生等 

回 数 各１回 

定 員 － 

参加者延べ人数 ６校 659 人 

5/25 岩手医科大学図書館（9人） 

6/25 岩手県立雫石高等学校（23 人）  

9/14 盛岡市立見前南中学校（118 人） 

10/1 岩手県立紫波総合高等学校（141人） 

11/11 岩手県立不来方高等学校（307人） 

12/13 岩手大学（61人） 

目 的 ユースリーダーの寸劇を交えて、デート DV や親からの暴力などから自分を守り、他者と

のよりよいコミュニケーションについて学ぶ。 

内 容 職員の講義とユースリーダーによるロールプレイ 

成 果 ・ユースリーダー全員が出前講座に参加することができ実践の場となった。初めてとは思え

ない堂々としたロールプレイを展開。また、受講した生徒・学生の学びに効果的に働い

た。 

感 想 ・暴力に５つの種類があることを知った。 

・相手の気持ちを考えることが大切。 

・人には境界線があることを知った。 
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２ 情報事業 

（１）図書 

男女共同参画を身近なものに感じていただくための情報発信を心がけ、取り組みをした。 

 

蔵書点数 貸出点数 貸出人数 新規登録者数 

7,894 2,657 1,422 70 

 

（２）ニュースレター 

もりおか女性センターで開催される事業や図書等の紹介を隔月発行 

発行回数 ： 年６回（隔月：５・７・９・11・１・３月） 

発行日 ： 発行月の 10日 ※休館日となさる場合は前日。 

発行部数 ： 約 1,400 部 

サイズ ： B４ 三つ折り 

配布先 ： 公共施設及び関係機関 等 

その他 ： もりおか女性センターホームページ上に PDF化したものを掲載 

 

（３）ホームページ＆ラジオmjc 

更新回数 （うち、ラジオ mjc） （うち、Twitter） 

213 回 13番組 95件 

 

  ①ホームページ  

もりおか女性センターで開催される事業案内や終了報告等の情報を随時アップ。 

   施設の空室情報を平日 10時に更新。 

   「見やすさ」「情報の得やすさ」をねらいに、ホームページを全面リニューアルした。 

 

  ②ラジオmjc 

   インターネットで配信されるラジオ。毎月最終木曜日に更新。 

事業でお招きした講師の「ゲストインタビュー」や職員で企画し、取材した「インタビューシリーズ」を

音声で配信。 

 

  ③Twitter 

   @mederunetのアカウントで、情報を発信。 

   職員全員でツイートを行うことで、発信頻度・内容に幅を持たせることができ、ホームページに訪れ

ていただく「きっかけ」作りとしても効果発揮をしている。 

 

（４）報道履歴 

取材記事 

（新聞・情報紙等） 

取材記事 

（テレビ・ラジオ） 
事業告知記事掲載 

14 件 11件 57件 

波及※広報もりおか「イベント情報」欄の掲載は上記に入れていない 
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■盛岡タイムス  2019年５月 30日付 
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■岩手日報 2019年６月 25日付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■盛岡タイムス 2019年 11月 14日付 
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３ 女性相談事業 
 

（１）相談件数推移 

  Ｒ元年度 Ｈ30年度 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度 

 （2019） （2018） （2017） （2016） （2015） 

 面接 852 851 928 1,113 1,122 

 電話 1,024 690 639 671 672 

再掲 

ＤＶ 1,101 837 865 1,030 929 

デートＤＶ 9 24 39 47 38 

ストーカー 1 6 10 3 8 

 合計 1,876 1,541 1,567 1,784 1,794 

    ※令和元年度 相談開設日数は 113日 

 

（２）令和元年度相談件数 

   ◆年代別 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 不明 

面 接 4 93 214 222 199 60 38 7 15 

電 話 11 77 223 329 151 63 111 2 57 

 

   ◆種類別 

           再掲 

 生き方 こころ からだ 仕事 夫婦 家族 対人 暴力 暮らし その他 D V デート DV ストーカー 

面接 51 72 0 21 593 74 21 1 17 2 563 6 0 

電話 100 149 6 7 551 92 50 6 53 10 538 3 1 

 

   ◆その他 

配偶者暴力相談支援センターにおける対応件数  

DV証明発行件数 112件 

緊急宿泊件数 2件 

弁護士による法律相談件数 25件 
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４ 管理事業 

（１）施設利用状況 （開館日数 348日） 

施設 人数 

生活アトリエ 5,164人 

交流コーナー 13,075 人 

子どもの部屋 1,175 人 

女性相談 1,876 人 

図書コーナー 1,422 人 

館外 主催事業 3,280 人 

起業応援ルーム 492人 

合計 26,484 人 

 

◆年度別推移 

令和元年度 

（2019） 

平成 30年度 

（2018） 

平成 29 年度 

（2017） 

平成 28年度 

（2016） 

平成 27年度 

（2015） 

26,484 人 25,036 人 24,324 人 23,701 人 24,004人 

 

（２）視察・講師・インターンシップ受入等 

来館日 来館者 内容 

６・５ JA新いわて 

（43人） 

講師依頼・視察 

女性部リーダー研修会 

テーマ：男女共同参画社会のため解決しなければならない性差

別構造 

８・27 盛岡中央高等学校

（31人） 

講師依頼・視察 

第２１回 CHUO国際教育フォーラム 

テーマ：現代日本における女性の社会進出の現状 

９・11 岩手県立大学３年

生・東海大学３年生

（２人） 

インターンシップ 

・施設説明、なくす運動配布グッズ作成体験 

11・13 尼崎市議 

（11人） 

講師依頼・視察 

テーマ：男女共同参画の視点を生かした防災の取り組み 

１・９ 秋田市児童会館 

（２人） 

視察 

施設案内、施設概要説明 

３・21 東海学院大学 

（２人） 

ヒアリング 

女性起業家育成事業について 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 
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１ もりおか女性センター別館（働く婦人の家）の歩み 
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２ 盛岡市女性センター条例 
平成12年３月30日条例第25号 

改正 

平成17年３月30日条例第17号 

平成27年12月24日条例第55号 

盛岡市女性センター条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，女性センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 男女共同参画社会の形成に資するため，各種の講座，研修，情報及び交流の場の提供，

相談事業等を行う施設として，女性センターを次表のとおり設置する。 

  

 名称 位置  

 もりおか女性センター 盛岡市中ノ橋通一丁目１番10号  

（開館時間） 

第３条 女性センターの開館時間は，午前９時から午後９時30分まで（日曜日及び土曜日並びに

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日にあっては，午前９時から

午後５時まで）とする。ただし，市長（地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）

第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が管理する女性セ

ンターにあっては，指定管理者。以下第６条まで及び第９条において同じ。）が特に必要があ

ると認めたときは，これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 女性センターの休館日は，次のとおりとする。ただし，市長が特に必要があると認めた

ときは，臨時に開館し，又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。 

(１) 毎月第２火曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

（使用の許可等） 

第５条 女性センターの生活アトリエ又は子どもの部屋（以下「生活アトリエ等」という。）を

使用しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，生活アトリエ等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，前項の許

可をしないものとする。 

(１) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(２) 施設又は設備を汚損し，損傷し，又は亡失するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，生活アトリエ等の管理上適当でないとき。 

３ 市長は，女性センターの管理上必要があると認めたときは，第１項の許可に条件を付するこ

とができる。 

（許可の取消し等） 

第６条 市長は，女性センターの管理上必要があると認めたとき又は前条第１項の許可を受け

た者（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは，同項の許可を取り

消し，同条第３項の条件を変更し，又は行為の中止若しくは女性センターからの退去を命ずる

ことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。 

(２) 偽りその他の不正の手段により前条第１項の許可を受けたとき。 

(３) 前条第１項の許可を受けた後において同条第２項各号のいずれかに該当するに至った

とき。 

(４) 前条第３項の条件に違反したとき。 

（禁止行為） 

第７条 女性センターを使用する者は，女性センターにおいて次に掲げる行為をしてはならな

い。 

(１) 物品の販売その他の商行為をすること。 

(２) 許可を受けないで印刷物，ポスター等を掲示し，又は配布すること。 

(３) 特定の政治運動又は宗教活動をすること。 
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（使用料） 

第８条 女性センターの使用料は，無料とする。 

（損害賠償） 

第９条 使用者は，自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し，損傷し，又は亡失

したときは，市長の指示するところにより原状に回復し，又は損害を賠償しなければならな

い。 

（指定管理者による管理） 

第10条 女性センターの管理は，指定管理者に行わせるものとする。ただし，次条第１項の申請

がなかったとき又は同条第２項に規定する審査の結果，指定できるものがなかったときは，こ

の限りでない。 

（指定管理者の指定の手続） 

第11条 女性センターの管理について，法第244条の２第３項の規定による指定を受けようとす

るものは，市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，次に掲げる事項等を審査し，その結果を同項の申請を

したものに通知するものとする。 

(１) 市民の平等な使用が確保されること。 

(２) サービスの向上が図られること。 

(３) 管理に係る経費の縮減が図られること。 

(４) 事業計画書に基づき，継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を

有すること。 

（指定等の告示） 

第12条 市長は，前条第２項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の

２第11項の規定に基づき，その指定を取り消し，若しくは期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命じたときは，その旨を告示しなければならない。 

（変更の届出） 

第13条 指定管理者は，その名称，住所その他市長が定める事項に変更があったときは，速やか

に，その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは，その旨

を告示しなければならない。 

（指定管理者による管理の基準） 

第14条 指定管理者の行う女性センターの管理の基準は，次のとおりとする。 

(１) 法，この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき，適正に管理すること。 

(２) 取得した個人情報を適正に管理すること。 

（指定管理者の業務） 

第15条 女性センターの管理に係る指定管理者の業務は，次のとおりとする。 

(１) 第３条ただし書の規定に基づき，開館時間を変更すること。 

(２) 第４条ただし書の規定に基づき，臨時に開館し，又は休館すること。 

(３) 第５条第１項の許可を行うこと。 

(４) 第５条第２項の規定に基づき，同条第１項の許可をしないこと。 

(５) 第５条第３項の規定に基づき，同条第１項の許可に条件を付すること。 

(６) 第６条の規定に基づき，第５条第１項の許可を取り消し，同条第３項の条件を変更し，

又は行為の中止若しくは女性センターからの退去を命ずること。 

(７) 指定管理者の指定に係る協定に定められた事業を行うこと。 

(８) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか，女性センターの管理に関すること。 

２ 指定管理者は，前項第１号又は第２号の行為を行おうとするときは，あらかじめ，市長に届

け出なければならない。 

３ 指定管理者は，第１項第４号から第６号までのいずれかの行為を行おうとするときは，あら

かじめ，市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも，同様とす

る。 

（事業報告書の提出） 

第16条 指定管理者は，毎年度終了後，市長が定める日までに，当該年度について次の事項を記

載した事業報告書を作成し，市長に提出しなければならない。ただし，年度の途中において法
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第244条の２第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは，当該指定を取り消された日後，

市長が定める日までに，当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り

消された日までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し，市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 業務の実施状況 

(２) 使用者の数 

(３) 管理経費の収支状況 

(４) その他市長が必要があると認めた事項 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか，女性センターの管理に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

この条例は，規則で定める日から施行する。 

（平成12年規則第37号で平成12年６月１日から施行） 

附 則（平成17年条例第17号抄） 

１ この条例は，平成18年４月１日から施行する。ただし，第２条及び次項の規定は平成17年４

月１日から，第４条及び附則第３項の規定は公布の日から施行する。 

３ 第１条の規定による改正後の盛岡市牧野条例第13条及び第14条に規定する指定の手続等並

びに第３条の規定による改正後の盛岡市女性センター条例第11条及び第12条に規定する指定

の手続等は，この条例の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成27年条例第55号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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３ 盛岡市女性センター条例施行規則 
平成12年５月31日規則第42号 

改正 

平成17年３月31日規則第37号 

盛岡市女性センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，盛岡市女性センター条例（平成12年条例第25号。以下「条例」という。）

の規定に基づき，及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可申請） 

第２条 条例第５条第１項の許可を受けようとする者は，盛岡市女性センター使用許可申請書

を市長（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）が管理する女性センターにあっては，指定管理者。以下この条にお

いて同じ。）に提出しなければならない。ただし，子どもの部屋の使用（貸切使用を除く。）

に係る同項の許可を受けようとするときは，口頭で当該許可の申請を行うことができる。 

２ 前項本文の申請は，女性センターを使用しようとする日の３月前から使用しようとする日

までの間に行わなければならない。ただし，市長が女性センターの管理上支障がないと認めた

ときは，この限りでない。 

（使用の許可等） 

第３条 条例第５条第１項の許可は，盛岡市女性センター使用許可書の交付をもってする。ただ

し，前条第１項ただし書の許可は，口頭での通知をもってする。 

２ 前項本文の許可書の交付を受けた者は，女性センターを使用しようとするときは，当該許可

書を所定の場所で職員に提示しなければならない。 

（指定管理者の指定の手続） 

第４条 条例第11条第１項の規定による申請をしようとするものは，盛岡市女性センター指定

管理者指定申請書に女性センターの管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 条例第11条第２項の規定による通知は，指定管理者として指定する場合にあっては盛岡市

女性センター指定管理者指定通知書により，指定管理者として指定しない場合にあっては盛

岡市女性センター指定管理者不指定通知書により行うものとする。 

（指定通知書等の掲示） 

第５条 指定管理者は，前条第２項の盛岡市女性センター指定管理者指定通知書又は指定管理

者の指定を受けている旨を女性センターにおいて公衆に見やすいように掲示しなければなら

ない。 

（条例第13条第１項の市長が定める事項） 

第６条 条例第13条第１項の市長が定める事項は，次のとおりとする。 

(１) 指定管理者の代表者及び女性センターの長 

(２) 指定管理者の指定に際し，当該指定管理者の必要な要件として市長が指定した事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか，指定管理者の指定に係る協定に定められた事項 

附 則 

この規則は，条例の施行の日（平成12年６月１日）から施行する。 

附 則（平成17年規則第37号抄） 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。ただし，第１条，第18条及び次項の規定は平

成17年４月１日から，第28条（第７条及び第８条の改正規定中「別表第３第１号の表の備考２」

を「別表第３第１号の表の備考３」に改める部分に限る。）の規定は公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



45 

 

４ もりおか女性センター運営委員会 

（１）もりおか女性センター運営委員会設置要綱 
 

(設 置) 

第 1 特定非営利活動法人参画プランニング・いわて(以下「指定管理者」という。)が管理す

るもりおか女性センターの管理運営に関する重要な事項について調査審議し、及び意見等を

聴くため、盛岡市もりおか女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

 

(審議事項) 

第 2 委員会の審議事項は、次のとおりとする。 

(1)女性センターの管理運営に関すること。 

(2)女性センターの年間事業計画に関すること。 

(3)女性センターの運営に関する評価に関すること。 

(4)その他女性センター管理運営のために必要な事項に関すること。 

 

(組 織) 

第 3 委員会は、委員 10 名以内をもって組織し、指定管理者が委嘱する。 

2．委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

3．指定管理者が指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日をもって任期満了とす

る。 

 

(委員長及び副委員長) 

第 4 委員会に委員長及び副委員長各 1 名を置き、委員長は委員の互選とする。 

2．副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。 

3．委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

4．副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職

務を代理する。 

 

(会 議) 

第 5 委員会は、指定管理者が招集する。 

2．委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

3．委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

4．委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席を求めることができる。 

 

(庶 務) 

第 6 委員会の庶務は、女性センターにおいて処理する。 

 

(その他) 

第 7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は指定管理者が別に定め

る。 

 

 

(実施期日) 

第 8 この要綱は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
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（２）令和元年度もりおか女性センター運営委員名簿 

氏 名 所 属 

柴崎 一恵 もりおか女性の会会長 

高井 知行 
岩手県環境生活部若者女性協働推進室 

青少年・男女共同参画課長 

箱石 邦夫 戦中・戦後を語りつぐ会（いわて）会長 

長谷川 美智子 公募委員 

福島 裕子 公立大学法人岩手県立大学看護学部教授 

堀 久美 国立大学岩手大学男女共同参画推進室准教授 

山田 裕幸 公募委員 

（五十音順／敬称略） 

令和 2 年 3 月 31 日現在 
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